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従業員によるSNSの使用をめぐるトラブルには、ど

のようなトラブルがあるでしょうか。

この種のトラブルには、いくつかの種類があります。

１つは「SNSによる公私混同」です。これは、会社の広

報をするための公式アカウントに、従業員が同じSNSの自

己のアカウントと間違えてプライベートな内容を投稿して

しまったというケースです。

そのような従業員の行為に対して、会社はどのよう

な対応ができるでしょうか。

まずは、①「証拠の保全」が必要です。これは、従業員

が当該投稿を削除、隠蔽することを防ぐために当該

投稿はスクリーンショットなどで保存することが必要です。

次に、②「事実関係の確認」です。当該従業員の特定をし、事

情の聞き取りをすることが必要です。次には、③「当該投稿

の削除」、誤った投稿を放置しておくと拡散するおそれがあ

るので、会社の評判への悪影響を回避するために当該従業

員に投稿の削除をするよう業務上の指示をすることです。

事実上の対応措置としてわかりました。従業員に対

し、法的責任を追及することは可能でしょうか。

当該従業員に対し、その事実関係に応じて、就業規則

に基づく懲戒処分、民法上の損害賠償請求、刑事事件

化の対応（会社の信用や名誉棄損に対する責任）をするなど

の措置をすることを検討するということになります。

上記の事例とは逆に、従業員の個人のアカウントに

会社の業務上のことがらを投稿してしまったという

場合は、どういう対応になるでしょうか。

これは、SNSによる情報漏洩のケースです。この場合

も、会社の対応としては、基本的には上記のケースと

同様ですが、個人のアカウントを通じての投稿という行為

なので発覚が困難であったり、発覚がその投稿を知った第

三者からの当該事実の提供であったりするなど、特別の事

情を伴うことがあります。

社内のチャットツールや業務用のデバイス、社内メ

ールによるコミュニケーションで、管理職と部下の

間、または同僚どうしで、不適切な内容、行き過ぎた叱責、

当事者の感情を害する内容などの送信をして、一方従業員

が精神的に被害を被るというケースが発生することがあり

ます。こういった場合のトラブル対応はいかがでしょうか。

その種のケースは、主に、従業員個々の名誉や名誉感

情を害するおそれのある行為として、「パワハラ」事

案にも該当しうるケースとして対処する必要があります。

メールの利用において、メール内容を共有する方法として

「CC」表記する場合がありますが、自分が送信するメール

において「CC」として情報を共有する場合、一方的に「CC」

表記するのでなく、「CC」の対象者とすることを直接の送

信相手方にあらかじめ同意を得る、または少なくとも告知

するルールをつくっておくことも検討する必要があります。

これらの予防策としては、どういう方法があるでし

ょうか.

誤った投稿によるトラブルは、１つのデバイスで業

務用の使用とプライベートな使用を兼用することか

ら生じることが多いので、対策としては、１つは、デバイス

等に関する対策として、会社で業務用のデバイス（パソコン

やスマートフォン）を支給し、このデバイスではプライベー

トな使用を禁じること、および、プライベートなデバイスで

は業務上の内容を含む投稿をしないことをルール化し、徹

底することです。

　また、会社で「ソーシャルメディアガイドライン」「社内

情報の管理規定」を策定して、従業員に周知徹底することや

従業員向け研修を行うことが予防策として重要でしょう。

また、一般的な就業規則とは別に「社内外のソーシャルメデ

ィアの使用に関する規則」というSNSの利用全般に関する

社内規則を作成することも検討してください。
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